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成年後見制度とは?

認知症，知的障害，精神障害などによって物事を判断する能力

が十分ではない万(ここでは「本人」といいます。〉について，
せいねんこうけんにん

本人の権利を守る援助者 (1成年後見人」等〉を選ぶことで，本

人を法律的に支援する制度です。
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-判断能力ガ不十分lこなる前に吟任意後見制度

将来，判断能力ガ不十分となっだ場合に備えて，1誰にJ，Iど

のような支援をしてもらうかJをあらかじめ契約により決め
にんいこうけんせいど

ておく「任意後見制度Jガ利用できます。

【砂詳しくは7ページ】

どのような種類が

あるのですか?

ほ う て い こ う けんせい ど

・判断能力ガ不十分!こなってから時法定後見制度
せいねんこうけんにん ぜいねんこう

家庭裁判所によって，援助者として成年後見人等(成年後
こん ほうていこうけんゼい ど

見人・保佐人・補助人〉ガ選ばれる「法定後見制度Jガ利用
しんぱん

できます。利用するだめには，家庭裁判所に審判の申立てを

します。

本人の判断能力に応じて.1雇覧J1長在J1品崩Jの3つの

制度を利用できます。 【惨事例は2ページ】

法定後見制度の3種類

対象となる方

本人，配偶者，四親等内の親族，横察官，市区町村長など

-特定の事項(※り についての
同意権(※2)，取消権(日常生
活に関する行潟を除<)

-財産管理についての全般的な
代理権，取消権(日常生活lこ関
する行為を除く〉

申立てができる方

!C!.¥す与えられる
権限

-特定の事項 (※りの部につい
ての同意権(※2)，取消権 (日常
生活に関する行為を除く)

.特定の法律行為〈※ 3)につい
ての代理権

-特定の事項 (※1)以外の事項に
ついての同意権(※2)，取消権
(日常生活に関する行為を徐<)

・特定の法律行為(※3)につい
ての代理権

申立てにより
与えられる

権限

成年後見人

等の権限
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• 
.医師，税理士等の資格や会社
役員，公務員などの地位を失
う，個剛割問など

制度を利用した場合の
資格などの制限

民法 13条 l項に掲げられている借金，訴訟行為，相続の承認や放棄，新築や増改築などの事項をいいます。ただし，日用品の購入など日常生活に関

する行為は除かれます。
11 . にん ほじよにん

本人が特定の行為を行う際に， その内容が本人に不利益でないか検討して，問題がない場合に同意(了承)する権限です。保佐人，補助人は，この同

意がない本人の行為を取り消すことができます。

民法13条 |項に挙げられている同意を要する行為に限定されません。

※ 2 

。
※ | 



• 

どのような場合l乙法定後見制度を利用するのですか?

ほうていこうけんせいど

法定後見制度を利用した例として，次のような事例をご紹介します。

こうけんかいし しんぱん

本人の妻ガ後見開始の審判の申立てを行い，家庭

裁判所の筆量を経て，本人について雇貨が開始され
せい.QIvこう11Mこん 切叫こん

まし定。成年後見人には妻と司法書士ガ選任され，

妻ガ本人の入院契約などを，司法書士ガ相続股棄の

手続や本人の財産管理を，それぞれ行うことになり

ましだ。

砂

EfZTE 
本人は5年ほど前から認知症の症状ガ見られる

ようになり， 2年前からは入院しています。ある日，

本人の弟ガ死亡し，本人ガ弟の財産を相続するこ

とになりましだ。弟には負債しかな<，困つ疋本人

の妻は本人の定めに相続放棄の手続をとりだいと

考えまし定。

長男ガ長在員、話の量動の申立てをし，あわせて土

地，建物を売却すること及び売却代金を管理するこ
だいり甘んふ よ しh/.;!.ん

とについての代理権位与の審判の申立て(※めをしま
しんり lまさ

し定。家庭裁判所の審理を経て，本人について保佐
ほさにん 切叶::Jv

ガ開始され，長男ガ保佐人に選任され土地売却等に

ついての代理権も与えられましだ。長男は，家庭裁
きよじ。うよう ふ とうさん

判所から別途申し立て芝居住用不動産の処分につ
u叫Zん

いての許可の審判を受け，本人の自宅を売却するこ

とガできまし定。

砂

E苦彊
本人は一人暮らしをしていまし疋ガ，最近認知

症の症状ガ進み，買い物の際に?万円札を出しだ

か5千円札を出しだか分からなくなることなどが

多くなり，日常生活に支障が出てきましだ。そこで

本人は隣県に住む長男と同居することになり，舎

まで住んでいだ自宅の土地・建物を売却すること

になりまし定。

ほ凶主力いし υ¥A;!.，ん

次女ガ補助開始の審判の申立て(※4)をし，あわ
どう

せて本人ガ高額な商昂を購入することについての同
いけんふよ しh/.;!.ん

意権問与の審判の申立て(※4)をしましだ。家庭裁

判所の達金を経て，本人について品崩ガ開始され，決
I~ じよ 1::Jv 切υにん

女ガ補助人に選任されましだ。次女には同意権ガ与

えられ，本人ガ次女に断りな<高額な商白を購入して

しまっ疋場合には，'jJ(女ガその契約を取り消すことが

できるようになりまし定。

砂

E軍司
本人は最近，訪問販売員から~，要のない高価な

畠物をいくつも購入するなど，軽度の認知症の症

状ガ見られるようになりまし走。ある日，同居中の

次女ガ外出している聞に，訪問販売員に勧められ，

定期預金を解約してl必要のない高額の呉服を何枚

己 戸入してしまいまし定。

d 
lまさにん しんftん ほじよかいししんftん ほじよ にん しんぱん

保佐人に代理権を与える審判をする場合や，補助開始の審判や補助人に同意権・代理権を与える審判をする場合，本人の同意が必要となります。
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[蝉尚援昆臥λ以
した後も続きます。【怜砂詳しくは6べ一ジ刻】 11 | 
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成年後見制度を利用するための
申立て!こついて

かんかっ

申立ては， 本人の住所地を管轄する家庭裁判所にしてください。
ガんかっ

どこの家庭裁判所!こ

すればよいのですか?

管轄の家庭裁判所ガ分からない場合は最寄りの家庭裁判所に

おだずねください。

誰ガ，申立てをすることが

できるのですか?

申立てをすることができる方は，本人，配偶者，四親等内の親族(※5)

などに限られています。

その他に市区町村長が申し立てることもできます。

※ 5 四親等内の親族とは，主に次の方たちです。

・親，祖父母，子，孫，ひ孫 ・兄弟姉妹，甥，姪

・おじ，おぱ，いとこ ・配偶者の親・子・兄弟姉妹

申立てl之必要な書類や費用などは，と、のよう!こなっているのですか?

申立てに必要な書類や費用のうち，主なものは次のとおりです0

・申立書(※6)
ぜいねんこうけん

・診断書(成年後見用)(※ 6) 

・申立手数料け件につき800円の収入印紙)(※7) 
とうさいんし

・登記印紙 (4，000円)(※ 8) 

・郵便切手〈※9)
こせきとうほん

・本人の戸籍謄本(※10) など

詳しくは，家庭裁判所に用意されている一覧表などでご確認ください。

かんてい

鑑定について
かんてい

本人の判断能力の程度を医学的に十分確認するため，医師による鑑定を行うことがあります。この
かんていりょう

場合，鑑定料が必要!こなります。
かんていワょう

鑑定料の額は個々の事案によって異なります。
かんてい ガんていりょう

鑑定が必要となる事案では，申立ての時に鑑定料をあらかじめ納めていだだくことがあります。

かんていりょう

申立てに必要な費用は，鑑定料を舎め原則として申立人ガ負担します。
ガんてレりよう だてか

なあ，経済的に余裕のない方については，日本司法支援センター(法テラス)による申立書作成費用及び鑑定料の立替え

など民事法律扶助の各種援助を利用できる場合ガあります。詳しくは法テラスコールセンター (0570-078374)へお電話く

ださい。

※ 6 用紙は家庭裁判所で入手できます。また，裁判所ウェブサイト，家事手続情報サービスから入手することもできます。裏表紙をご覧く ださい。
tまさ ほじ よ しんぱん

※ 7 保佐や補助において，代理権や同意権を付与する審判を同時に申し立てる場合，これらの申立てそれぞれにつき収入印紙800円が必要になります。

※ 8 中央郵便局や家庭裁判所最寄りの郵便局で取り扱っています。

※ 9 額については，申立てをする家庭裁判所にご確認ください。

※10 本人の本籍地の市区町村役場でお取りください。



一般的な手続の流れ

-市区町村に設置されている地域包括支援センター，日

本司法支援センタ一〈法テラス)，炭産雇員副長に関わ

る専門職の団体(弁護士会，司法書士会，社会福祉士 I ~ 

会，税理士会など)1こ，炭産雇覧副長を利用するだめの 1111"" 
せいねんこうけんCん

手続，~\要な書類，成年後見人になってくれる方の確

保などについて，あらかじめ相談することができます。

"T 

【申立て】

・申立てには，申立書などの書類や，申立手数料な

どの費用が必要です。 【砂詳しくは3ページ】

・申立てのだめ来庁する日時について，電話連絡

などで決めている家庭裁判所もあります。

"T 

【審問・調査・鑑定等}

〔 家庭裁判所 】

【手続案内】
こうけん

・後見等の開始の手続の流れや，申立

てに必要な書類等について，ご説明

します〈説明用のビデオCOVO)も

用意しております。〉。

"T 

こうけんにんこうほしや こうけん

・申立て後，裁判所の職員ガ，申立人，後見人候補者，本人から事情をうかがったり，本人の親族に後見
にんこうほしゃ 刀じしんぱんかん

人候補者についての意見を照会することガ、あります。まだ，必要に応じ，家事審判官(裁判官〉が事
しんもん

情をだずねること(審問〉もあります。
かんてい

・本人の判断能力について，鑑定を行うことがあります。

"T 

【審判〈後見等の開始・成年後見人等の選任〉】
こうけん しんぱん ゼいねんこうけんにん せんにん

・家庭裁判所は，後見等の開始の審判をすると同時に，最も適任と思われる方を成年後見人等に選任

します。
しんぱん ふふくもうし定 世いねんこうけんにん しんぱんしよ しんぱん

・審判は，不服申立てがなければ，成年後見人等ガ審判書を受領してから2週間後に確定します。審判に不
ふふくもうした そくじこうこく

服ガ、ある申立人などlet，この2週間の聞に不服申立て(即時抗告〉の手続をとることができます。だだし，誰を
せいねんこうけんlこん ふふくもうした

成年後見人に選任するかという家庭裁判所の判断については，不服申立てをすることはできません。

"T "T 

「誠年援見λ等の仕事が始まります.
【砂詳しくは5ページ】 目[言鞍点静説 l。
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成年後見人の仕事!こついて

成年後見人I~は，

どのような方ガ

選ばれるのですか?

成年後見人の役割は何ですか?

せいねんこうけんにん

※以下の説明は保佐人，補助人にもあてはまります。

-家庭裁判所ガ，最も適任だ、と思われる万を選任します。本人

が必要とする支援の内容などによっては，申立ての際に挙げ

られだ候補者以外の方(弁護士，司法書士，社会福祉士，税理
せんにん

士等の専門職や，法律又は福祉に関わる法人など〉を選任する

こともあります。

・本人に対して訴訟をしだことがある，破産者である，以前に
せいねんこうけんにん

成年後見人を辞めさせられだことがあるなど，一定の事由ガ
せいねんこうけんにん

ある方は，成年後見人となることガ、できません。
せいねんこうけんにん

※成年後見人から請求があっ疋場合，家庭裁判所の判断により，

本人の財産から報酬が受払われることになります。

・成年後見人の役割は，本人の意思を尊重し，かつ本人のl白身の状態や生活状況に配慮しながら，本人に代

わって，財産を管理しだり必要な契約を結んだ、りすることによって，本人を保護・支援することです。
せいねんこうけんにん

・成年後見人の仕事は，本人の財産管理や契約などの法律行為に関するものに限られており，食事の世話
せいねんこうけんにん

や実際の介護などは，一般に成年後見人の仕事ではありません。
せいねんこうけんにん

・成年後見人はその事務について家庭裁判所に報告するなどして，家庭裁判所の指示等を受けることにな

ります(これを「後見監督」といいます。〉。

百三多民益優員Xl掠人の財産を適切に維持管理しなければなりませんI
成年後見人は，本人の利益のだめに，本人の財産を適切に維持し管理する義務を負っています。保佐人，

品崩文も，与えられ定権限の範囲内で同様の義務を負っています。
せいねんこうけんにん

そのだめ，t:..とえ本人と成年後見人ガ親族関係にある場合でも， あくまで「他人の財産を預かつて管
せいねんこうけんにん

理している」という意識を持って，成年後見人の仕事に取り組むことガ、大切です。

成年後見人が本人の財産を投機的に運用することや，自らのだめに使用すること，親族などに贈与・貸借

けをすることなどは，原則として認められません。 ヘ

せいねんこうけん!こん

成年後見人が，家庭裁判所の許可なしに，本人の財産から報酬を受けることは認められていません。
ゼいねんこうけんにん せいねんこうけんにん そんガいばいしょうせいきゅう

成年後見人ガ本人の財産を不適切に管理しだ場合，成年後見人を解任されるほか，損害賠償請求を受け

るなど民事責任を問われ疋り，葉義主麗嶺などの罪で刑事責任を問われだりすることもあります。



成年後見人は，具体的には，次のようなことを行います

ざいさんもくろく

①財産目録を作る

本人の財産の状況などを明らかにし
せいねんこうけんにんせんにん

て，成年後見人選任後7か月以内に，家
ざいさんもくろく

庭裁判所に財産目録を出します。

②舎後の予定を立てる

本人の意向を尊重し，本人にふさわし

い暮らし万や支援の仕方を考えて，財産

管理や介護，入院などの契約について，

今後の計画と収支予定をだてます。

E睦ヨ岡m晒
πーーーー'
本人I~代わって契約を結ぶ

介護サービスの利用契約や，施設への

入所契約などを，本人に代わって行いま

す。

，、
F 

・-

成年後見人の任期はいつまでですか?

E=r.!~雌奇溜:・
7可ーーーー-

本人の財産を管理する

本人の預金通帳など

を管理し，収入や支出

の記録を残します。

回ヨE置盟
家庭裁判所I~報告する

せいねんこうl:tんにん

家庭裁判所に対して，成年後見人として

行つだ仕事の報告をし，必要な指示等を受

けます(これを「後見監督Jといいます。〉。

せいねんこうけんにん

・通常，本人ガ病気などから回復し判断能力を取り戻しだり，亡くなるまで，成年後見人として責任を負う

ことになります。申立てのきっかけとなった当初の目的(例えば，保険金の受領や遺産分割など)を果

たしだら終わりというものではありません。
ぜいねんこうけんにん

・成年後見人を辞任するには，家庭裁判所の許可ガ必要となり，それも正当な事由がある場合に限られま

す。
ほじょにん ふょ

ただし，補助人は，代理権ガ出与されだ特定の法律行為ガ完了するなどしだ場合，代理権や同意権を取り
しんぱん

消す審判を申し立てるなどして，その仕事を終えることができる場合があります。 。
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任意後見制度について

任意後見制度とは，どのような制度なのですか?

荏差雇員副長は，本人に十分な判断能力があるうちに，将来，判断能力が不十分な状態になっ定場合に備
にんいこうけんにん

えて，あらかじめ自らが選んだ、代理人(任意後見人〉に，自分の生活，療養看護や財産管理に関する事務に
にんいこうけんけいやく こうLようにん こうせいL.>うしよ

ついて代理権を与える契約〈任意後見契約〉を，公証人の作成する公正証書によって結んでおくものです。

@ ⑮ 

任意後見契約を

結ぶため!こは，

次のような費用がかかります。
こうせいはうしよ

どのくらいの費用が

かかるのですか?

・公正証書作成の基本手数料(竹，000円〉
とうきL.>疋疋くてすうりょう

・登記嘱託手数料 (1，400円〉

.窪義語に納付する印紙代 (4，000円〉
とうきいまく疋くしょ

・その他(本人に受位する正本等の用紙代，登記嘱託書郵送用

の切手代など〉

任意後見契約は

いつから効力を持つのですか?

-本人の判断能力ガ低下しだ場合，家庭裁判所で本人の
〈にん せんlごん にんいこうけんけいやく

任意後見監督人ガ選任されて初めて任意後見契約の

効力が生じます。

この手続を申し立てることができるのは，本人やその
にんいこうけんじゅにんしゃ

配偶者，任意後見受圧者，四親等内の親族などです0

.荏義語覧藍量欠選荏の申立てをする必要ガ生じだ場

合は，家庭裁判所にあ疋ずねください。

-・ '任意後見人

.陸軍国~)ll罰IlfJ-ru語逼ItÞl伍司直

v 
E通『反事説副回同時藷礼子主帯主賓a境問)~草加E・

v 
E・E・;:ti藷E喜子主寄富島~I)lïヨ=::1・E・-

V 

契約の効力が発生
監督 . 

f 契約 hJ2 
... ト一一一争 一

任意後見人!こよる支鐘の開始

‘ E脚 A子踊靖• 



成年後見登記制度!こついて

成年後見登記制度とは，どのような制度なのですか?

説草雇員量是副長は，巌産雇覧欠などの権限ゃ荏慧雇員暴おの内容などをコンビュータ・システムに

よって蓋是し，蓋是告が量是羊員を証明した蓋主羊員証崩量(釜是羊員の証明書・蓋毒されていないこと
とうき仏友うほう

の証明書〉を発行することによって登記情報を開示する制度です。

こうけんかいし しんぱん にんいこうけんけいやく こうせい1ょうしよ

・後見開始の審判がされだときや，任意後見契約の公正証書ガ
こう凶うにん 凶くたく

作成されだときなどに，家庭裁判所まだは公証人からの嘱託
とうき

によって登記されます。
とうき せいねんこうけんにん とうき

・登記されている本人・成年後見人など(※竹〉は，登記後の住所
とうさ とうき

変更などにより登記内容に変重が生じだときは「変更の登記J
ほうていこうけん

を申請してください。また，本人の死亡などにより法定後見
にんいこうけん とう吉

まだは任意後見が終了しだときは「終了の登記」を申請して

どのようなとき1;:

登記がされるのですか?

ください。(※ω
とうき とうき

この「変更の登記Jr終了の登記」の申請は，本人の親族など
とうき

の利害関係人も行うことができます。登記の申請は，申請書

に記入の上，書留郵便で行うことができます。

ぜいねん U ニうけんにん () Iまさ にん ひほじaにん にんいこうけんけいや〈 せいねんこうけんにん ほさにん ほじよにんせいねんこうげんかんと〈にん iま さ かんど〈にん 11 i;卓会ん ど〈にん

本人 (成年被後見人・被保佐人・被補助人 ・任意後見契約の本人)，成年後見人・ 保佐人・補助人，成年後見監督人・ 保佐監督人・補助監督人，
にんいこうけんじゅにんし。 にんいこうけんにんにんいこうけんかんと《にん

任意後見受任者・任意後見人，任意後見監督人

せんにん

この場合，必ず選任された家庭裁判所にも ご連絡く ださい。

※ 11 

※ 12 

議準語局副長を

利用する方々

こうけんかいし

後見開始の審判が

されたとき

----

嘱託

阪覇蝿
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。



¥ 

.
J
・・・「

どのようなときI~，登記事項の証明書・登記されていないことの

証明書を利用できますか?

せいねんこうけんにん ていけつ

だとえば，成年後見人ガ，本人に代わって財産を売買するときや，介護サービス提供契約などを締結する 1 

ときに，取引相手に対し量是羊員の証明書を提示することによって，その権限などを確認してもらうとい | 
せいねんこうけん ほうていこうけん にんいこうけん d 

う利用方法が考えられます。また，成年後見(法定後見・任意後見〉を受けていない方は，自己が釜註され d 

ていないことの証明書の突出を受けることができます。

のと
・
こ
を

書

い

求

明

な

請

?

証

い

付

か

巴

の

て
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す

う
日項

れ
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で

よ
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書
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の
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明
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ど
凸登
凸登

証

す

E話面重量匝唖記藍司五百

登記されている本人，その配偶者・四親等内の親族，
せいねんこうけんにん

成年後見人など，一定の方に限定されています。

制・闘陣織包(..，1主咽

窓口での受信は，東京法務局民事行政部後見登録課及

び東京法務局以外の各法務局・地方法務局(本局〉の戸

籍課で行っています。ま定，返信用封筒(あて名を書いて，

切手を賠つだもの〉を同封して東京法務局に郵送で請求

することもできます。 (※ゆ
とうさいんし

請求の際は，決められだ申請書に，登記印紙(手数料)c刺 4)
しょめん とう

を賠り，必要な書面(※15)を添えて請求してください。登
き

記されていないことの証明申請書の書き万は石ページの

とおりです。

なお，証明書を受位する際には，免許証・保険証など本

人確認のだめの資料の提示・提供が必要です。窓口で申請

される場合には係員の指示に従って提示してください。

まだ，郵送で申請される場合には，あらかじめコピーしだ

ものを同封する必要があります。

※ 13 請求先

東京法務局民事行政部後見登録課 干 102-8226 東京都千代田区九段南 1-1ー 15 九段第 2合同庁舎

電話03-5213-1234(代表)，03-5213-1360(ダイヤルイン)

とうさいんし とうさじこう

※ 14 登記印紙(手数料)の額登記事項の証明書一 ...1通につき800円 登記されていないことの証明書…… l通につき400円
こせきとう "う ほん

※ 15 本人の配偶者又は四親等内の親族が証明書の交付請求をする場合には，親族関係を証する書面として戸籍謄(抄)本や住民票等を添付する必要が

あります。また，本人から委任を受けた代理人が，本人に代わって証明書の請求をすることもできますが，その場合には，委任状を添付する こと が

必要とな ります。。



「 説されてし~ないことの証明申請書の書き方 I 
申請書は，最寄りの法務局・地方法務局や，法務省のホームページ Chttp://www.moJgojp/)

で取り寄せられます。

日自分の証明書を申請する場合
(乙中花子さんが自分の証明書を申請する場合)

-請求される方，証明を受ける方はいす、れも花

子さんとなります。
てんぷしよるい

・添白書類は不要です。

可V
「登記古れていないことの証明申請書」

{佳見畳記等ファイルJlI)
02 請求できるのは，本人本人の配偶街または問視事内のN院です.

々お代理の方が'1'苫ずるt益金11:，:実当ずる方からの重If伏".必葺干す

一空空一一一法問
平成 ・ 年 . 月 ・ 日申請

住 所 OOl!lOO市00町 1-1 書記る印と紙こをろ

請求される方 "リガナ} ツナカ ハナヨ

'"求世布) 1" 色乙 中花子 温崎元岨問 ・・e・e・... )~唱
Z時世唖"畢宵と'.凶 回 '人口配偶' 口回 、 の ロその

印 紙
代恩人 佐 所

術『上，EeのaたJJJ，6B心 7 'J t/ナ}

氏 名
連姐~<唱1M語り }⑫ 

国 道先 {炉 所 1過につき4ω円
r名U，斬auI2E4u偽UsmMm口 ，込山m 

先 ・ H刷即時1t-.'1~ðT'臥
.. 曹nJtl在1、，，<ださい

添 付，')11¥ 口口口 戸委任11:I問U咽f ~ U <: .:'t. 1/..士1!..u.....;'¥Ilt!;Hll<l!rt開 川町=刊削岳山IIU......4酬 lUIi閤瓜と溢く即いださ阪ます…t、のでご収注! 
‘川'"崎F"H 4S 法人同回の抄代本友等tt観の苛桜聞他係を証をtするr2るJ面拘面t桂山I，!'I¥、町直四人 中 岡 即C畠時酌凪1" ~ l~I: t，'1 

口成年枝後見人.世間主人と -rる記践がな\ '. 1 1Ul 帥目Hτいたいニ同四叫~f.h】
証 明。"fi

I，s いa‘ずれ'£ιのてロ屯』ts 
口成年散後見人.被保i主人，技陪同人とする記録がない.，眠時 制日間同¥>.:と両 日叫置な剖

いr 回 成時且年t齢霊l伎fτ見\.f.人~.~'，・ 4散と両問証主明却人畠更世な古間】叫人. If君伎見掛百の4:人とする担制tない.Htll.rUt.y.t'!.日

口その他( )とする記録がない.1l1!1{丹時四日 置とする略的

割棚田 川 1237||オ|ツ|ナ|カ11ハ|ナ|コITTm
皇盟主型t?，:t; ζ暗肘闘して四舵作成するM 掴舎はっきりと。間副主事剛院岨打記入口〈ださい.

①氏名 乙中花子

@ :tl宇Ilfl 色白 自己点 001'l'巴司fiEZ3n!
畠週月 .. 宵..畠

0101県1100市
@住 所 . ， . 

00町 1ー 1
回且肝鼻畠 ...町伺邑

@本 1荷0101県1100市
日 間続 00町 1

T 回虫 瞳・，.園̂ ""町竃"̂ '

""包!';t'6刊区指ヨ，..い喝合旬 佳I"た"司1'0 (f、m^の・~1j 1 に IoJ L，i[L.ぃ"句..のいず純..e入しτ〈どさい. • 

目本人の配偶者叉は

四親等内の親族ガ申請する場合
(甲野秋男さんが父の甲野太郎さんの証明書を

申請する場合)

-請求される方は秋男さん，証明を受ける方は

太郎さんとなります。
こせきとう しよう ほん

・本人との関係を証明する戸籍謄(抄〉本など
てんぷ

を添付します。

「登記古れていないととの証明申請書J
(f長見宣記号フ 7イルJlI)

02 詰末できるのは，本人.4.・人の配備盆または回現等内の純良ですE

なお.1¥厘のIj6111'請する樋(iU.読当する方からの委任伏が必要です.

一一一一空空一一一法日向
平成 . 年 . 月 ・ 日中前

住 所 00県00市00町 2-2 畳陥記る印と紙こをろ

踊求される方 (7 '1 fJナ} コウノ ， .. 

f訓求柑行) 1， 名甲野秋男 :.II.lJt(山 リ ・・-・仲....起 草

E胃止喧"品.n，... 園 白人口配 凹 4 の l口その

代理人住 所
印紙

間343ら
< 7リガ"

氏名
，.姐定{唱猛暑り 3⑫ 

;~遣先住 所 1 過!こっき4∞~I
の‘"・m品:~?;州包4同m四~~~， ~

先 H 闘 剖圃叫胃一事項目す臥

幸Z冒llIH..C¥唱で"吉;!¥'

ifl H~ 傾 白口 妥到甜削酬任附削壬到即tν川f u盆盟とE盗〈肉印いだ}咽紙相叫まさすtいのでご花
t・S0A6瑚er，m M 45 戸法扇人町の抄代本真寺青の寵銭罰関怖係を証を証すする由る面，lj而t止人凡が人仇前哩足'伺刊R周・踊司H内ロt民3制に畠時曹制 ιι.，

口成年世能見人，被保I主人とする記11がない.<情処1¥!1¥r目 "τいむいニ!;trl.:証明が畠質I./j)

証明 4UJ'i
口成年被後見人.被保i主人.枝惜助人とする記"がな¥'.1岡 市町ー恒川 翌日τいないこと回聞がC，It(.(ljl

《，sぃJ‘r・uPbLnてロ《ロ， 
‘白】 回 成HUfltE世.'後fτ見い白人い，ニ世ι同保直佐司が人晶.画被な市惜J助人.Im能且蜘:1の44人とする記刷吐い~ (!Ul' f{且 間 四

口その他{ )とする記録がな1・.<出川円闘をむ聖日 時的

抑制田 J詰2firmlコ|ウ|ノLIタ|ロ|ウ11 1 1 1 1 1 
笠呈塑主型笠亙 ニの闘を閉口問肘闘するたの. 緬叫コき・Jと。闘または本即時岨討記入Lてυ'.:~\ ・-

①氏九 甲野太郎

②少年IJn 白色自己点 001年仁ロ 門 医回 日|

O:lf! 1II，t. 市 B町円畠

@伎所
0101県1100市

ー
. 

00町 3-30 
E 車!llll，畠 胃巴巴町"畠

@ 本 m0101県1100市
口岡田 00町 3

7 圃，字 瞳・.. 彊AIt~町.""，

""包..，刊に鑑定が.い喝..位粛J:132*宿 t例aAの・81J!に回し 立しいZ祖..のt、ずれかを箆λして〈記"、 • 

@ 



成年後見制度についてのお問い合わゼ先

砂惨砂

惨砂砂

砂砂惨

》

各市区町村の地域包括支援センター
*窪是渥覧請j査を利用する際に必要な経費を回成している市区町村も

あります。詳しくは，各市区町村の窓口へお疋ずねください。

*障害者の方の相談窓口は，市区町村及び市区町村が委託しだ指定相

談支援事業者となりますので，ご注意ください。

日本司法支援センター法テラス
http://www .houter、asu.orJp/

J 午 法的トラフ、ルで‘困った時I~は

" tJ ¥¥ 章第:0570-67837A 
議テラス 平日 9:00""21 :00 土曜B 9: 00""17 : 00 

*固定電話であれば，全国どこからでも3分8.5円(税目的で通話する
ことができます。

*PHS ・IP電話からは r03-6745-5600Jにお電話ください。
*ウェアサイトから，電子メールによる問い合わせも受け出けています。

? 
'円

日本公証人連合会(TEL03-3502・8050)
http://www.1くoshonin.grJp/

または

全国の公証役場

パソコンの方は

裁判所ウエブサイト http://www.courts.goJp/
ファクシミリ機能{寸き電話の方は

家事手続情報サービス・.16 さいばんしょ

陽線 0570ー031840
音声案内に従って次のコード番号をブッシユしてください。

後見開始(案内) 5401/(申立書・記入例)7 4 0 1 
保佐開始〈案内)5402/(申立書・記入例)7 4 0 2 
補間開始(案内)5403/(申立書・記入倒)7 4 0 3 
任意後見監督人選任(案内)5404/(申立書・記入例) 7 4 0 4 

※成年後見制度の手続に関するご案内や，後見開始等の申立書用紙と
その記入例を提供しています。

全国の家庭裁判所

人
げ

v'
》 》

平成22年6月 最高裁判所



家庭裁判所による「成年後⾒制度 – 詳しく知っていただくために - 」は、前ページまでです。 

----------------------------------------------------------------------------- 

 
千葉県松⼾市の⾼島司法書⼠事務所による後⾒開始申⽴の解説ページは 
下記リンク先でご覧になれます。 
http://www.office-takashima.com/gyoumu/kouken-kaishi.htm 

 

⾼島司法書⼠事務所 
千葉県松⼾市松⼾ 1176-2 KAMEI BLD.306 
TEL. 047-703-3201 FAX. 047-703-3202 
http://www.office-takashima.com/ 
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